
A
家計支持者が住民税（所得割）非課税で、私立大学・専門学校等に自宅外から通学
する進学者、児童養護施設等に入所している（いた）国公私立大学・専門学校等進学者が
対象です（いずれも1年次。高等専門学校のみ4年次）。

Qどのような人が申し込むことができますか？【申込対象】

A
月4万円です。
児童養護施設等の入所者等が国公立の大学等に進学する場合は、月3万円です。

児童養護施設等に入所している（いた）人は一時金として24万円を受給できます。

※ 国立の大学等で授業料の全額免除を受ける場合は、給付額が減額されます。

Q もらえる奨学金はどれくらいですか？【給付金額】

●給付型奨学金制度
●優れた生徒であって、大学等への進学の目的及び意志が明確であるにもかかわらず、経済的理由によ
り進学が困難な生徒に対して、返還の必要のない給付奨学金を交付することにより、大学等への進
学を後押しすることを目的とするものです。

●また、平成29年度は特に経済的に厳しい者（私立自宅外生・児童養護施設等入所者（退所者）等）を
対象に先行実施をします。

A

＜家計基準＞
・申込対象と同じ要件です。
＜学力・資質基準＞
・【家計支持者が住民税（所得割）非課税の場合】
高等学校在学時に各高等学校等の教育目標に照らして十分に満足できる高い学習成績を
収めている
・【児童養護施設等入所者（退所者）等】
特定の分野において特に優れた資質能力を有し、又は進学後の学修に意欲があり、進学後
特に優れた学習成績を収める見込みがあること

Q 給付を受けられる基準は何ですか？【給付基準】

A 進学先の大学等を通じて申し込んでください。（出身高校等から調査書等を取り寄せる
必要があります。）

Q いつ、どこで申し込めばよいですか？【申込方法】

制度のおおまかな内容 平成29年度進学者

手続きの流れは裏面を参照してください

重
要

奨学金制度で
進学を支えます。

新しい
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(検討中)


